
                  の規約（会則） 

 

第１条（会の目的） 
 

 

 

 

第２条（会の名称） 
 

 

 

 

第３条（役員について） 
 

 

 

 

第４条（会費について） 
 

 

 

 

第５条（会の定例活動について） 
 

 

 

 

第６条（地域貢献活動について） 
 

 

 

 

 会則が既に決まっている場合はそれを添付してください。 


